
持続化給付金が「100 万円振り込まれました」 

小倉生健会の支援で、喜びの声続々… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小倉タイムス」紙から 

札幌の原告 「趣味はないが夢はある」 
 

私には趣味はありませんが、これといっ

た 夢はあります。それは私を育ててくれ

た両親の墓参りを年に一度きちんとした

いこと。 

そして 私を産んでくれた 両親を探し

たいことです。憲法を守らない 裁判官は

裁判所から出て行けと言いたい。（「しん

ぶん赤旗」より） 

原告や弁護団や国会

議員等が衆議院第 1 議

員会館で集会。左：集

会でネット発言する小

倉生健会の毛利副会長

と八幡生健会の原告 

確定申告書 

書き方を支援しています

ます 
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これまでマスクをつけ

て会議をしていました

が、今回初めてオンラ

イン会議をしました。 
 

北九州市に出す「予

算要望書」、市議会へ

の「陳情」、市内の生

活保護や生活実態の

「活動交流」などを話

し合いました。 
 

門司・八幡・小倉生

健会が参加し「次回も、

これでやろう」となり

ました。 

「小倉タイムス」紙とは 

市民本位のまちづくり・戦闘的自由主義を編集方

針に、市民の目線で「社会の悪」を指弾してきた旬

間・ローカル紙、9 月に創刊 66年を迎えます。 

「オンライン会議」大はやり   

生健会の北九州ブロック協議会も 

コロナのおかげと

言えば不謹慎になり

ますが、パソコンや

スマホを使った「オ

ンライン会議」が大

流行です。 

わが生健会北九州

ブロック協議会も、 

■申請には確定申告書が必要だけど 
申請には昨年の「確定申告書」が必要な

ために、確定申告をしてない方や申告が不

必要な方、売上額を記入してない方は、申

請ができずに困っています。 
 

小倉生健会は、今年の確定申告時に合わ

せて、民商や新婦人や年金者組合の皆さん

と確定申告の学習会を開催しました。その

ことが今、おおいに役立っています。 
 

小倉生健会は「持続化給付金申請に必要

な確定申告は今からでもできます」と声を

かけ、確定申告、持続化給付金申請の手続

き支援で大変喜ばれています。 
 

いつもは 3 月で締め切る確定申告を、国

は今も受け付けています。記録をたどり、

計算を何度も繰り返し確定申告を行いまし

た。税務署も優しい対応でした。 

 

■「持続化給付金」の申請は簡単です 
①確定申告書と②身分証明書と③売上が

下がった月の記録（ほとんどの場合売上ゼ

ロだから簡単です）と④銀行口座をスマホ

で写真にとり、ＩＤとパスワードを登録す

れば、あとは簡単です。 

◇持続化給付金については、本会報の 6 月号

を見てください。 

◇国保・後期高齢者・介護保険料の減額免除

については 7 月号に詳しく掲載していま

す。 

※お気軽に、小倉生健会にお電話ください。 

    あきれた判決 生活保護費引き下げ「名古屋生存権侵害裁判」 

（保護費 10％引き下げ公約）  

居酒屋、カラオケ、

演奏家、スナック、役

者、大工、八百屋さん

など、多くの方からの

相談を受けました。 
 

既に社協の「緊急小

口資金」を借りて、や

りくりしている方、こ

れまでも収入が少な

く健康保険料や介護

保険料を滞納されて

いる方もいました。 

その方たちの全員がコロナ禍で「売り上

げがゼロ円」になっていました。 
 

この記事を、読んでいただいたあなたの

行きつけのお店、周りのお店、知り合いの

お店に声をかけてください。きっと困って

いると思います。 

「いのちのとりで裁判」は、史上最悪の生活保護

費引下げに対抗すべく、1000 人規模の原告が全国

29 地裁で争っている、憲法 25 条に関する集団訴訟

です。 
 

生活保護の基準額引き下げは、生存権を侵害し違

憲だとして、愛知県の利用者が国などを相手に取り

消しを求めた生存権裁判です。 
 

一連の訴訟の先陣を切ってだされた名古屋地裁

判決は「生活保護利用者は、不自由を感じながら生

活していることは認められるものの」、「生活保護

費の削減などを内容とする自民党の政策は、国民感

情や国の財政事情を踏まえたものであって、厚生労

働大臣が、生活扶助基準を改定するに当たり、これ

らの事情を考慮する（保護費を引き下げる）ことが

できる・・・明らかである」と述べ、憲法より自民

党の政策のほうが重要だとの判決を下しました。 
 

これは憲法の番人として、この国で暮らす人々の

生存権（憲法２５条）を守るべき司法の役割を完全

に放棄し、「国民感情」を意図的に悪化させて、社

会保障を切り崩す政治の在り方を司法が追認する

ものであって、到底容認できないものです。 

コロナ禍で売り上げが昨年の５０％以上減少している、個人事業者やフリーランスに給付

される「持続化給付金」事業は、申請窓口がなく、専門ダイヤルもつながりません。 

申請はパソコンかスマートホンからでないとできません。そのために、申請をしていない

方がたくさんいます。 

 



日本では、生活保護を利用できる人のうち、

実際に利用している人の割合（捕捉率）は 2

割程度とされています。 

8 割の人は、生活保護を利用する資格がある

のに使用していません。そのため、生活保護

で定めている最低生活費以下の生活をしてい

ます。 

 

■生活保護以下の生活とは 
病気になっても病院に行け

ない。介護が必要でも介護を利

用できない。子どもに十分な栄

養をとらせることができず、下

着や服の購入にも支障が出る。

家賃滞納や国保料の滞納、水光

熱費も滞納等々・・・。 

  

それなのに、なぜ生活保護を

利用しないのでしょうか。理由

をうかがうと、保護課に申請に

行ったが、「保育所の送迎や親

の介護、仕事の掛け持ちや買い

物などの理由があっても車を

手放せといわれた」などの理由もあります。 

 

しかし、多くの場合「税金のお世話にはな

りたくない」「肩身の狭い思いをしたくない」

「生活保護バッシングがいや」などがありま

す。 

 

最近でも、元大阪府知事で、元大阪市長の

橋下徹氏がテレビ番組で「生活保護の人は保

護費が減らないから、10 万円を給付すべきで

はない」と発言していました。 

 

西日本新聞の「アプリの読者投稿コーナに

は『働かざる者、10 万円もらうべからず』と

いう趣旨のコメントが相次いだ」と報じられ

ました。 
 

同じ記事には「ところが現在、バッシング

と同時に『反バッシング』も起きているとい

う。新型コロナウイルス禍で“雇用の調整弁”

である非正規労働者が次々に収入を絶たれ、

生活保護の必要性を実感する人が急増したか

らだ」と伝えています。 

 

私たち小倉生健会は、もっと胸を張って生

活保護を利用して、「最低限の生活」以下の

生活を脱してほしいと願っています。 

 

ヨーロッパなどでは対象者の 9 割が利用し

ているのに、日本では何故、2割の人しか生活

保護を利用しないのか。 

 

■「10万円の給付金」に バッシングはない 
 当然ですが、今回の「10 万円の給付金」を

受け取った人に対するバッシングはありませ

んでした。 

ほとんどの人が自ら手続きをして 10万円の

給付金を受け取りました。 

 

その中には、これまで生活保護に対するバ

ッシングしていた人や「肩身が狭い」と思い

悩んで、生活保護を我慢していた人も多く含

まれていると思います。生活保護と給付金は

何が違うのでしょうか。 

 

財源は税金。困っているすべての人に一律

に給付する点では全く同じです。 

違うのは、生活保護は、政府でさえ認めて

いる、最低生活の維持ができないほど、大変

な人に支給される制度であることだけです。 

 

誰もが、「受け取るのは当然の権利」と思うよ

うになれば「バッシング」はなくなります。国や公

的なところが、しっかりそのことを発信することの

大切さを強く感じました。 

 
政府はこれまで、年金受給開始を 75歳まで

遅らせた場合には、年金が 84％増額すると説

明していました。この甘い言葉についつい騙

されそうになるのは人の常。 

 

■マクロ経済スライドで現在より低額に 
ところが、このウソを国会で見事に暴いた

議員がいます。日本共産党の宮本徹衆議院議

員です。 

宮本議員は「マクロ経済スライド（2044 年

までに総額 7 兆円削減）のもとでは、将来世

代ほど受給

開始時点か

ら年金額は

実質減りつ

づけ、基礎

年金（国民

年金）の所

得代替率は

今より約３

割減る」と

指摘しまし

た。 

厚労省の

年金局長も

「マクロ経済スライド」を発動し続ければ、

“75 歳から開始して年金額が、65歳開始に比

べて８割増”になったとしても、現在の水準

より低くなることを認めました。お見事です。 

 

■90歳でようやく同額に 

税金、保険料などを差し引いた受給額では、

75歳から受給し始めた場合、65歳から受給し

始めた場合を上回るのは、90 歳になると政府

が答弁しています。しかし、平均寿命は、男

性で 81.45歳、女性は 87.45歳です。 

 

しかも、日常生活に制限のない「健康寿命」

では男性 72.14歳、女性 74.79歳です。 

年金を 75歳から受給しようとしても、もはや 

健康的に生活できる年月は長くはありません。 

 

 

 
 

60歳からの受給開始だと月額は65歳からの

受給に比べて 7 割に下がります。しかし、76

歳 7 ヵ月を超えるまではお得です。これらを

総合的に検討して、年金受給開始年齢を決め

ましょう。 

 

2020 年１～３月期の年金運用は４半期ベー

スで過去最悪となる１７兆７０７２億円の損

失でした。 

年度を

通しても

８兆２８

３１億円

の赤字で、

過去２番

目の損失

額となり

ました。 

新型コ

ロナウイ

ルスの感

染拡大に

伴う世界

的な株安

が響いた

と言われています。 

 

上グラフの「GPIF」は、年金積立金管理運

用独立行政法人（年金運用法人）のことで、

国民の年金積立金 151兆円の内 35.3 兆円を株

の買い支えにつぎ込み、その割合は日本の株

式時価総額の 6.3％にもなります。 

日銀の株購入額を合わせると、株式時価総

額のなんと 12％を占めています。 

 

 そのため、コロナ禍で世界の経済が大きく

低迷する中で、株価だけがコロナ禍以前の水

準にもどりつつあり、異常というべき状況で

す。 

年金受給開始７５歳だと「８４％増額でお得」は ウソでした 

日頃から生活に困窮した方と運動をしているものとして、今回の「10万円の給付金」には、

バッシングがなく、生活保護の利用にはバッシングがある、この現実について考えてみまし

た。 

 

年金積立金で、株を買い支え 

17.7兆円超損失も 
 

「バッシング」の有無を視点にして 

「10万円の給付金」受け取りと、「生活保護」利用を考える 

 

年金受取開始年齢の
　　　　イメージ

７５歳 ８４％増額

７０歳 ４２％増額

６５歳 基　　　本

６０歳 ２４％減額

政府が説明する


